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A. 研究目的 

 

過去 2 年間の本研究において、プエラリア・

ミリフィカなど、健康被害が報告されている「い

わゆる健康食品」（以下、健康食品）の情報が、

新聞、雑誌、ネットを通じてどのように伝達さ

れているかについて調査した。その結果、これ

ら健康食品の健康被害状況・使用に関する注意

喚起の情報は、消費者には十分に伝達されてい

ないことが明らかとなった。 

2020 年 6 月 1 日からは、コレウス・フォルス

コリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、

ブラックコホシュの 4 種が「特別の注意を必要

を必要とする成分等」として指定され、①指定

成分等含有食品である旨（「指定成分含有食品〇

〇」と表示）、②食品関連事業者の連絡先（食品 

 

 

関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の

電話番号を表示する。）、③指定成分等について

食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特

別の注意を必要とする成分又は物である旨（「指

定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止

する見地から特別の注意を必要とする成分又は

物です。」と表示する）、④体調に異変を感じた

際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨

及び食品関連事業者に連絡すべき旨（「体調に異

変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師

に相談してください。加えて、体調に異変を感

じた旨を表示された連絡先に連絡してくださ

い。」と表示する。）という表示が義務付けられ

た（以下、新基準）。ただし、2020 年 5 月 31 日

までに製造され、又は加工された食品について

は、なお従前の例によることができることとさ

研究要旨 

目的：2020 年 6 月 1 日から、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、

ブラックコホシュの 4 種が特別の注意を必要とする成分等として指定され、パッケージに、①指定

成分等含有食品である旨、②食品関連事業者の連絡先、③指定成分等について食品衛生上の危害の

発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨、④体調に異変を感じた際は

速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨及び食品関連事業者に連絡すべき旨の表示が、義務付け

られた。この新基準施行により、これら 4 成分を含有する製品、およびその販売方法に変化が見ら

れたかどうかについて調査した。また、あわせて、昨年までに報告した新聞・雑誌記事調査と同じ

手法で、コレウス・フォルスコリーを調査した 

方法：2020 年 6 月 1 日の新基準施行前後において、4 種指定成分含有製品を購入し、そのパッケー

ジ表示、販売方法を比較した。また、ネット通販サイトにおける 4 種指定成分含有製品の記載内容

を比較した。新聞調査は新聞データベース検索、雑誌調査は目視で行った。 

結果：2020 年 6 月 1 日の新基準施行に先駆けパッケージ表示を、新基準に変更している製品はなか

った。また、施行日前に製造した製品は継続販売可能であることから、2020 年 11 月には、ほとん

どの製品は、新表示にはなっていなかった。ネット通販サイトにおける製品説明は、新基準の内容

を掲載しなければいけない義務はないが、随時変更できるにもかかわらず、新基準施行後の 8 月の

調査時点で、特別の注意を掲載しているものは、ほとんどなかった。雑誌には、通知後も含めて、「特

別の注意」の記載なしに、記事広告の形で、指定成分含有成分が紹介され続けていた。 

結論：通知施行後まもなくの調査ではあったが、製造・販売業者は、「特別の注意」を積極的に伝え

る努力はしておらず。調査段階では、消費者には危害情報はほとんど伝わっていないと考えられた。
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れた 1)。 

本研究では、これら 4 種の指定成分等含有食

品における使用に関する注意喚起の状況を、①

実店舗での製品購入時の口頭での説明、および

製品パッケージにおける表示、②ネット通販ホ

ームページにおける製品説明、について 2020 年

6 月 1 日の新基準施行の前後における状況を比

較分析した。    

また、昨年まで、プエラリア・ミリフィカ、

ブラックコホシュに関して新聞記事検索、プエ

ラリア・ミリフィカに関して雑誌記事検索をお

こない、どのように報道されているかについて

報告したが、今回、コレウス・フォルスコリー

が指定成分になったことから、コレウス・フォ

ルスコリーの新聞・雑誌検索を行い、内容を分

析した。 

 

B. 研究方法 

 

1．購買調査（4 種指定成分） 

 2020 年 3 月に、新宿駅周辺のドラッグストア

などをまわり、4 種の指定成分が含有されてい

る商品を探し購入した。購入時には、販売担当

者の名札を見て、薬剤師や登録販売者などの医

療系資格を有しているかどうか、販売に当たっ

て商品説明、注意喚起を行ったかどうかを記録

した。新基準施行後の 2020 年 11 月に、3 月の

購入店などを再度訪問し、4 種の指定成分が含

有されていると考えられる同じ名称の商品、指

定成分が含有されている新たな商品を探し、購

入した。3 月および 11 月に購入した製品は、パ

ッケージ表示において新たな表示基準を満たし

ているかどうかを分析した。 

 

2．ネット通販ホームページ調査（4種指定成分） 

 2020 年 4 月にアマゾン(日本語版)において、

4 種の指定成分含有製品を検索し、ホームペー

ジにおける製品説明に関して、①健康被害が報

告されていることが記載されているかどうか、

②健康被害があった場合の連絡先は記載されて

いるかどうか、③GMP で製造した旨の記載があ

るかどうかを分析した。新基準施行後の 2020 年

8 月に、同じ調査を行い、掲載されていた製品、

その説明に関し 2020 年 4 月のものと比較した。 

 

3．新聞・雑誌検索 

 新聞記事検索は 2020 年 10 月 28 日に、①朝

日新聞記事データベース 聞蔵Ⅱビジュアル 

(朝日新聞、朝日新聞デジタル、AERA、週刊朝日)、

②産経新聞データベース（産経新聞東京朝刊、

大阪朝刊、東京夕刊、大阪夕刊）、③中日新聞東

京新聞データベース（中日新聞、東京新聞）、④

日経テレコン 21（日本経済新聞）、⑤毎索（毎

日新聞、週刊エコノミスト）、⑥ヨミダス歴史館

（読売新聞）において、検索語を「コレウス」

で行った。 

 雑誌検索は、一般社団法人 日本雑誌協会から

2019 年 1 月～3 月分の印刷部数が発表されてい

る雑誌 2）の中の、カテゴリー区分「女性」の中

の「女性週刊誌」、「女性ヤング誌」、「女性ヤン

グアダルト誌」、「女性ミドルエイジ誌」、「生活

実用情報誌 食(料理・レシピ)」、「ビューティ・

コスメ誌」、「ナチュラルライフ誌」、「エリア情

報誌」に分類されたもの、および、「男女」の中

の「健康誌」に分類された 62 誌(昨年度報告参

照)を対象とした。調査は、昨年の報告と同じ

2017 年 8 月号（厚生労働省によるプエラリア・

ミリフィカの注意喚起 3）が行われた翌月）から、

2020 年 9 月号までとし、コレウス・フォルスコ

リーの記事を目視で検索した。なお、昨年度の

報告書において、2017 年 8 月号から 2019 年 9

月号までのプエラリア・ミリフィカの雑誌検索

結果を報告しているが、今回のコレウス・フォ

ルスコリーの雑誌調査にあわせて、プエラリ

ア・ミリフィカに関して2019年10月号から2020

年 9 月号までの 1 年分の追加調査を行った。 

 

C. 結果 

 

1．購買調査（4 種指定成分） 

 新基準施行前の 2020 年 3 月において、指定成

分を含有する 21 製品を購入した(Table 1A)。1

製品(モテマスリム)は、同じ製品を別店舗で 2

回購入したため、購入回数は 22 回である。20

製品中 12 製品がコレウス・フォルスコリー含有

製品、6 製品がプエラリア・ミリフィカ含有製

品,1 製品がブラックコホシュ含有製品、1 製品

がプエラリア・ミリフィカとブラックコホシュ
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の両者を含む製品であった。購入時に販売者か

ら製品に関する説明があったのは販売会社直営

店で販売されていたコレウス・フォルスコリー

含有 1 製品のみであり「おなかがゆるくなるの

で注意」との説明があった。6 月 1日の新基準

施行に前もって対応した表示の製品はなかった。 

 新基準施行後の 2020 年 11 月に、同じ店舗を

中心に、指定成分を含有する製品を購入した 

(Table 1B)。3 月に購入した 21 製品中、同じ名

称の製品の販売が確認できたものは 15 製品、販

売が確認できなかったものは 6 製品であった。3

月に購入した際に商品説明を受けた店舗におい

て、という同じ名称のコレウス・フォルスコリ

ー含有製品（フォースコリー ソフトカプセル）

を購入した際、商品説明があったが、11 月は服

用方法の説明のみであり、有害事象の注意喚起

に関する説明ではなかった。3 月と同じ商品名

での販売が確認できた商品のうち、2 製品（The 

カロブロック、3 倍ぱっくん分解酵母プレミア

ム）は、コレウス・フォルスコリーの含有がな

くなり、指定成分が含有されない製品にかわっ

ていた。新しい表示義務にしたがっていた製品

は 1 製品（フォースコリー ソフトカプセル）

のみであった。4 製品（232 食スルー酵素ゴール

ド 120 粒、ボム BT サプリ、Super B-in 150 粒、

発酵大豆イソフラボン エクオール）は、3 月

購入時と賞味期限が同じであり、5月以前に製

造した製品が継続販売されている可能性が考え

られた。また、2 製品（酵素+++、ファイヤース

リム）は、指定成分以外の原材料表示に関して、

2017 年 9 月 1 日からの、新たな加工食品の原料

原産地表示制度 4)に表示が変更されていた。な

お、新基準施行前後で、同じ商品名でパッケー

ジ表示が変更されたものを Fig.1 に示した。 

 

2．ネット通販ホームページ調査（4種指定成分） 

 2020年4, 5月にアマゾン(日本版)において、

4 種指定成分検索を行い、検索されたすべての

証っ品について、ホームページの記載内容を分

析した。検索された製品はプエラリア・ミリフ

ィカ56製品、コレウス・フォルスコリ102製品、

ブラックコホシュ 21 製品であった(Table 2)。

ドオウレン製品は販売されていなかった。 

 これらの製品のホームページ記載を分析した

ところ、すべてにおいて、健康被害があること

は記載されていなかった。健康被害があった場

合の連絡先（にあたるもの）が書かれていたも

のは、プエラリア・ミリフィカ 1製品(健康食品

相談室)、コレウス・フォルスコリー1 製品(商

品に関するお問い合わせ先)のみで、ブラックコ

ホシュ製品は、すべて問い合わせ先が記載され

ていなかった。GMP に関しては、プエラリア・

ミリフィカ 10 製品(18%)、コレウス・フォルス

コリ 22 製品（うち 1 製品は GNP と誤記載,これ

を含めて 22%）、ブラックコホシュ 4製品(19%)

に記載されていた。 

 新基準施行後の2020年8月に同じ調査をおこ

なったところ、プエラリア・ミリフィカ 56 製品

中 17 製品(30%)の掲載がなくなっていると同時

に、5 月には掲載がなかった 3 製品が新たに掲

載されていた(Table 2A)。新基準施行後の 2020

年 8 月においても、プエラリア・ミリフィカ 42

製品（継続掲載 40 製品、新規掲載 2 製品）すべ

てにおいて、健康被害があることの記載,健康被

害があった場合の連絡先は、ホームページには

掲載されていなかった。ただ、GMP 記載は、継

続記載製品 14, 新規掲載製品 1 の計 15 製品

(35%)で、確認された。 

 同様に、コレウス・フォルスコリーを 2020

年 8 月に分析すると、コレウス・フォルスコリ

ー102 製品中 38 製品(37%)の掲載がなくなって

いたが、新たに 7 製品が掲載されていた。(Table 

2B)。8 月に継続掲載されていた 64 製品中、指

定成分等含有食品であることが新たに掲載され

ていたものが 4 製品、健康被害があった場合の

連絡先が追加されたものが 1 製品あった。GMP

記載は、新たに 3 製品で追加記載されたが、新

規掲載品では GMP 記載はなかった。 

 ブラックコホシュ製品は、8 月調査では、7 製

品が掲載されなくなる一方、新たに 5 製品が掲

載された(Table 2C)。継続掲載品、新規掲載品

とも、GMP の追加記載はなかった。 

 

3．新聞・雑誌検索 

 コレウス・フォルスコリーに関する新聞検索

(Table ３A)では 2018 年までにコレウス・フォ

ルスコリーに関する 3つの商品紹介記事が確認

された。2019 年度以後、指定成分の制度変更に
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関する記事が 3 件あり、その中で、コレウス・

フォルスコリーも取り上げられていた。 

 コレウス・フォルスコリーに関する雑誌検索

では、2017 年 8 月号から 2020 年 9月号までで、

10 件の記事が確認された(Table ３B)。そのう

ち 9 件は記事広告であり、有害事象、その注意

喚起に触れた記事はなかった。広告ではない「医

師 看護師 薬剤師がこっそりのんでいる・絶対

のまないサプリメントランキング」（2020 年 2

月女性セブン）では、「ダイエットサプリと謳っ

ているが、下剤と同じ効果があるに過ぎない」

との記載はあったものの、注意喚起という表現

ではなかった。 

 プエラリア・ミリフィカの 2019 年 10 月号か

ら 2020 年 9 月号までの追加調査では、5 件の記

事(広告)があったが、大部分は、昨年の報告と

同様、外用のものであった。 

 

D.考察 

 

 2020 年 6 月 1 日の、4 種の指定成分に関する

新基準施行に伴い、一部の製品はパッケージの

表示対応を行ったが、それ以前に製造された製

品の販売が認められているため、ほとんどの製

品は、11 月においても、以前のままであった。

また、ネット販売のホームページは、ホームペ

ージ中での注意喚起義務がないためか、ほとん

ど行われていなかった。なお、ホームページで、

20%程度の製品において GMP 記載があり、販売者

にとって、アピールしたい情報は掲載されてい

た。しかし、負の情報を、掲載義務がない販売

サイトの説明文に期待するのは難しいと思われ

た。したがって、今後製品の入れ替えで、製品

ラベルの表示は新基準にしたがっていくことが

予想されるが、ホームページ上では、その負の

情報はの掲載しない、あるいは、目立たせない

ようになるのではないかと予想される。 

 雑誌は、相変わらず、商品販売の片棒を担ぐ

記事が多く、何が含有されているかを書いてい

るものも少なく、負の情報の掲載を期待できな

いものであった。 

 2020 年 6 月 1 日の、4 種の指定成分に関する

新基準の施行に伴い、一部の製品はパッケージ

対応を行ったが、法の義務がないホームページ

での記載には、ほとんど負の情報はなく、消費

者の大部分は、製品を手にした後で、そのこと

を知るのではないかと考えられる。消費者が、

購入前に、負の情報をいかに知るか、その方法

を提供していく重要性がある。 

 なお、2020 年 5 月までに製造された製品がま

だ流通しており、もう少し時間がたってからの

再調査が必要と考えられた。 

 

E.結論 

 

 2020 年 6 月 1 日の、4 種の指定成分に関する

新基準の施行前後に、指定成分含有製品の市場

調査、ホームページ調査を行った。製造・販売

業者は、積極的に「特別の注意」を伝える努力

はしておらず。調査段階では、消費者には危害

情報はほとんど伝わっていないと考えられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

 

 1.  論文発表 

湯川慶子、藤井仁、溝口貴文、見島亜莉沙、新

井一郎. 新聞、インターネットを通じた消費者

への健康食品に関する注意喚起の伝達状況に関

する分析. 薬理と治療 2021年49巻 (in press) 

 

2.  学会発表 

 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 

 1. 特許取得 

なし 

 

 2. 実用新案登録 

なし 

 

 3.その他 

なし 
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Fig.1 新基準施行前後の購入でパッケージ表の変更があった製品 
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